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● 本稿では、諸外国の議会における議員の職務と家庭の両立に向けた取組として、

①産前産後休業・育児休業、②欠席時の表決権の扱い、③出席時の表決環境の整

備の事例として議場における乳児の同伴について紹介する。 
 
● 諸外国の議会における産前産後休業・育児休業の位置付けは多様である。欠席時

における表決権の行使については、主に代理議員制度、ペアリング、代理投票、

遠隔投票の導入事例が見られる。また、近年、議場への乳児の同伴に係る明文規

定を置く事例が増えている。 
 
● 各国議会とも取組を開始したのは比較的新しく、試行錯誤の段階ではあるが、議

員と家庭の両立に向けた動きが活発化してきていると言える。 

はじめに 
Ⅰ 産前産後休業・育児休業 
Ⅱ 欠席時の表決権の扱い 
Ⅲ 出席時の表決環境の整備―議場への乳

児の同伴― 
おわりに 
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はじめに 
 
 2012 年 10 月 26 日、第 127 回列国議会同盟1（Inter-Parliamentary Union: IPU）会議（ケベック

シティ）において、「ジェンダーに配慮した議会のための行動計画」2（以下「行動計画」とい

う。）が全会一致で採択された。ジェンダーに配慮した議会とは、「その構成、組織構造、運

営、方式、業務において男女双方のニーズ及び利益にかなう議会」であり、「女性の完全な参

加を妨げる障壁を取り除き、社会全般の手本となる事例又は模範を示す」3とされる。 
行動計画は、次の 7 つの行動分野を挙げている。「①議会のあらゆる機関及び内部組織の構

成員数における男女平等を推進し達成する。②自国の議会に適したジェンダー平等のための政

策枠組みを策定する。③全ての業務においてジェンダー主流化4を推し進める。④女性の権利を

尊重する組織文化を育み、ジェンダー平等を推進し、仕事と家庭の両立が図れるよう、男女双

方の議員のニーズと実情に対応する。⑤ジェンダー平等を追求し擁護する男性議員の取組を認

知するとともに活用する。⑥ジェンダー平等の推進と達成に向けて、各政党が積極的な役割を

果たすように促す。⑦議会スタッフにジェンダー平等を推進する能力と資源を備えさせ、女性

上級職の採用と定着を積極的に奨励し、議会運営の業務全般におけるジェンダー主流化を徹底

する。」 
 本稿では、上記行動分野④の 1 つとして掲げられている「仕事と家庭の両立支援」5の事例と

して、産前産後休業・育児休業6（Ⅰ）、欠席時の表決権の扱い（Ⅱ）及び出席時の表決環境の

整備（Ⅲ）について、主要国を中心に諸外国の議会における取組を紹介する。なお、出席時の

表決環境の整備の事例には、保育施設の整備、審議時間への配慮等が挙げられるが、本稿では、

議場への乳児の同伴について取り上げる。 
 
Ⅰ 産前産後休業・育児休業 
 
議員の産前産後休業・育児休業の位置付けは、国によって異なり、法律、議院規則等の法規

に基づくものと、明示的な規定はないものの、議長等が事案ごとに承認するもの等がある。

                                                      
* 本稿におけるインターネット情報の最終アクセス日は、2019 年 11 月 1 日である。 
1 179 か国・地域の国政レベルの議会が加盟（欧州議会等 12 機関が準加盟）する国際組織。 
2  Inter-Parliamentary Union, Plan of Action for Gender-sensitive Parliaments, 2012. Inter-Parliamentary Union website 

<http://archive.ipu.org/pdf/publications/action-gender-e.pdf> 邦訳は、次の資料に依拠した。列国議会同盟（衆議院事務

局・参議院事務局訳）『ジェンダーに配慮した議会のための行動計画』参議院事務局国際部国際会議課, 2012. idem 
<http://archive.ipu.org/pdf/publications/action-gender-jp.pdf> 

3 ibid., pp.8-9. 
4 行動計画では、ジェンダー主流化を「法律、政策及び計画を含む、あらゆるレベルとあらゆる分野において予定さ

れた何らかの行動が男女双方にどういう影響を与えるかを評価し、考慮するプロセス」としている。ibid., p.40. 
5 ibid., p.24. 
6 本稿において、産前産後休業・育児休業には、出産・育児を理由とする一定期間の休暇を取得するものに加え、一

時的な欠席も含めるものとする。欠席とは、議員が本会議等の開会中に、議場又はその他の集会場所に不在である

状態を指し、議院規則等に基づいて出席とみなされるものも含む。 
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Ⅰでは、前者を取り上げる。なお、後者の例としては、アメリカ連邦議会が挙げられる7。 
法律、議院規則等における産前産後休業・育児休業の取得に係る規定の方法は、多様である。

主なものとして、①議会における審議等への欠席の正当な事由として出産・育児を挙げるもの

（デンマーク、ニュージーランド等）、②欠席に対する罰則（多くの場合は、議員報酬の減額）

の適用除外として産前産後休業・育児休業を認めるもの（カナダ、ドイツ等）、③一般被用者

に対する産前産後休業・育児休業制度を準用するもの（スウェーデン、ノルウェー等）、④表

決等の代行に係る規定の中で産前産後休業・育児休業を認めるもの（イギリス等）等がある。

これらの規定は、相互に排他的ではなく、例えば、①と②を同時に規定している例もある（デ

ンマーク）。 
以下、①～④の主な事例を紹介する。 

 
１ 欠席の正当な事由として出産・育児を挙げる例 
（1）デンマーク 

デンマーク議会（一院制）議員（任期 4 年）の請暇（7 日以上）が認められる事由は、議院

規則8第 41 条第 3 項に列挙されているが（病気、重病の子の看護、在宅看取りを希望する近親

者の介護、国内外（国内はグリーンランド及びフェロー諸島のみ）における公務への出席等9）、

これとは別に、同条第 4 項において、妊娠、出産及び養子縁組を理由とする休業が 12 か月を上

限として認められている（男女を問わない。）10。請暇は、議長に対して行われ、議院は、議長

の勧告に基づき、事前の討論なしに当該事案に係る決議を行う。なお、妊娠、出産及び養子縁

組を理由とする休業及び上記議院規則第 41 条第 3 項に明記されている事由に伴う休業の期間

中は、報酬等の減額の対象から除外される11（議会選挙法12第 109 条第 11 項、議院規則第 41 条

第 5 項）。また、この期間は、代理議員が当該議員の職務を代行する（議院規則第 41 条第 1～
3 項、Ⅱ1（2）参照）。 
 
 
                                                      
7 1973 年に下院議員の出産を理由とした本会議の欠席が初めて認められている。上院議員が現職中に出産した事例

は、2018 年が最初であり（Ⅲ1（1）参照）、この時点で両院の議員で現職中に出産したものは、10 人とされてい

る。なお、アメリカ連邦議会では欠席に伴う議員報酬の減額はない。“Historic First,” New York Times, November 
11, 1973; Jennifer Haberkorn, “The Baby Boom in Congress,” Politico Magazine, May 1, 2018. <https://www.politic
o.com/magazine/story/2018/05/01/congress-tammy-duckworth-women-give-birth-in-office-history-218113> 

8 Forretningsorden for Folketinget med ændringer vedtaget den 20. december 2018. 
9 2006 年の議院規則改正時に、重病の子の看護及び在宅看取りを希望する近親者の介護が新たに追加された。 
10 女性議員については、従来、妊娠及び出産の休業期間の制限はなかったが、一般被用者の例を考慮して、2006 年

の議院規則改正時に導入されている。この制限規定により、議員が報酬を得ながら休業する期間が一般被用者より

も大幅に長くなることは認められなくなった。しかし、妊娠及び出産を理由として実際に取得される休業期間は、

元来、一般被用者よりもかなり短いとされており、1994 年以降、最長でも 6 か月半であったとされる（2006 年の

議院規則改正時点）。なお、男性議員については、改正前は、原則として子の出生後 14 週間以内に 2 週間とい

う制限が課せられていた（ただし、配偶者が失業手当を受給していない場合に限り、子の出生後 14 週間が経過

した後、10 週間を上限として休業可能）。Udvalget for Forretningsordenen, Betænkning afgivet af Udvalget for 
Forretningsordenen den 17. maj 2006. Folketinget website <https://www.ft.dk/samling/20051/beslutningsforslag/B128/bi
lag/4/280155.pdf>; “Forslag til folketingsbeslutning om ændring af forretningsorden for Folketinget (Ændring af reglerne 
for orlov på grund af barsel og adoption m.v.),” 2005/1 BSF 128, 2006.4.7. retsinformation.dk website <https://www.
retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=99052> 

11 具体的に明記されている事由のほか、「その他の理由」による請暇（7 日以上）も許可され得るが（議院規則第 41
条第 3 項 c）、この場合は、休業期間中の報酬等は、支給されない。 

12 Lov om valg til Folketinget. 
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（2）ニュージーランド 
 ニュージーランド議会（一院制）議員（任期 3 年）の出産・育児を理由とする欠席に係る規

定が議院規則13に置かれたのは、比較的近年のことである。2014 年の議院規則改正により、議

長の許可を得た上で、出産・育児のために議会を欠席することが制度として認められるように

なった14（男性議員の取得事例もある。）。同規則第 38 条第 1 項は、議長が許可できる欠席の

事由に、従前から認められていた国内外における公務への出席のほか、「病気又はその他の家

族の私的な事情」15を挙げており、出産・育児は、家族の私的な事情に該当すると解される16。

この規定によらずに、2 人以上の所属議員を有する政党の代表及び院内幹事が、当該政党の所

属議員の欠席を許可することも可能であるが、後述する代理投票における扱いが異なる（Ⅱ3
（2）参照）。なお、議院規則第 38 条第 1 項に基づいて、出産・育児を理由として欠席する場合

は、議員報酬は減額されない17。 
 
２ 欠席に対する罰則の適用除外として産前産後休業・育児休業を認める例 
（1）カナダ 

カナダ議会（二院制）議員（下院：任期 4 年、上院：任期なし・75 歳定年制）の欠席に伴う

議員報酬の扱いについては、21 日を超える欠席につき、1 日当たり、下院議員は 120 カナダ・

ドル（約 9,700 円）、上院議員は 250 カナダ・ドル（約 2 万 200 円）の議員報酬が減じられる

ことが規定されている18（カナダ議会法19第 57 条第 1 項、第 59 条、上院規則20第 15-1 条第 3
項）。この減額措置の対象外となる欠席理由について、従来、カナダ議会法には、公務、病気

又は兵役のみが挙げられており（同法第 57 条第 3 項、第 58 条）、出産・育児を理由とする欠

席については規定されていなかったため、出産・育児を理由とする 21 日を超える欠席も減額対

象とされていた。このため、議員報酬の減額手続においては、当該欠席を出席とみなす法改正

が勧告されていた21。 
2018 年予算執行法22により、カナダ議会法に新たに第 59.1 条が設けられ、妊娠又は乳幼児若

                                                      
13 Standing Orders of the House of Representatives, 2017. 
14 これに先立つ 2013 年に、一時的措置として、当該欠席を認める動議が発せられ、討論において反対意見が表明さ

れることなく可決された。House of Representatives, Parliamentary Debates (Hansard), 26 September 2013, pp.13803-
13805. New Zealand Parliament website <https://www.parliament.nz/resource/en-NZ/50HansD_20130926/27f6508e243b8
86dcbcd33df8e02b0f45e30e6e3> 

15 この表現は、2013 年の動議においても使用されており、当該動議の賛成討論において、不測の事態に幅広く対応

できるものであり、事由の詳細を規定することは現実的でも適切でもない旨の意見が表明されている。ibid. 
16 Standing Orders Committee, Review of Standing Orders: Report of the Standing Orders Committee, July 2014 (I.18A), 

p.10. New Zealand Parliament website <https://www.parliament.nz/resource/en-NZ/50DBSCH_SCR56780_1/5b3f0906a0
23a3728df0e64dff9db13295214dab>; House of Representatives, Speakers’ Rulings, as at 2017, p.7. idem <https://ww
w.parliament.nz/media/4500/speakers-rulings-2017-final-pdf-version.pdf> 

17 これは、当該欠席が議長の許可を得ることが前提になっているためである。議員が、議会への出席を記録されず、

かつ、許可を得ずに欠席した場合は、議院公報に欠席と記載され（同規則第 39 条）、暦年で 4 日目以降の欠席に

ついて、議員報酬が減額される（2013 年議員（報酬及びサービス）法（Members of Parliament (Remuneration and 
Services) Act 2013）第 13 条）。 

18 円換算は、報告省令レート（令和元年 11 月分）に基づき、1 カナダ・ドル＝80.7 円として行った。 
19 Parliament of Canada Act (R.S.C., 1985, c. P-1). 
20 Rules of the Senate of Canada, September 2017, updated November 2017. 
21 Support for Members of Parliament with Young Children: Report of the Standing Committee on Procedure and House 

Affairs, House of Commons Canada, 2017, p.4. <https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/PROC/Reports/R
P9286448/procrp48/procrp48-e.pdf> 

22 Budget Implementation Act, 2018, No. 1 (S.C. 2018, c. 12). 
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しくは新たに養子縁組した子の育児を理由とした欠席の扱い及び議員報酬の減額について、各

院で定めることが可能になった。これを受けて、下院では、2019 年 6 月に下院議員報酬規則（出

産及び育児に係る措置）23が定められ、妊娠中の議員は、出産予定日以前の 4 週間における欠

席が認められ、出産又は乳幼児の育児若しくは新たに養子縁組した子の育児（縁組成立前の監

護を含む）を理由とした欠席については、子の出生日又は縁組成立前の監護の開始日から 12 か

月間におけるものが認められた（当該 12 か月間における欠席は、男女を問わず認められるとさ

れる。）。また、当該欠席は、出席とみなされ、議員報酬の減額対象から除外される。 
 
（2）ドイツ 

ドイツ連邦議会（下院に相当24）議員（任期 4 年）の請暇は、連邦議会議長によって許可され

る。その際、期間は明示されていなければならない（連邦議会議院規則25第 14 条）。また、連

邦議会議員が有効な会議日の出席名簿に記名しない場合は、欠席とみなされ、請暇が許可され

ている場合であっても議員報酬は減額される26。病院若しくは療養所への入院若しくは入所又

は執務能力の欠如が医師によって証明された場合の欠席も、金額は大幅に抑えられる27ものの、

減額の対象となる。しかし、妊娠による母体保護の期間内又は同居する 14 歳未満の子について

他に看護する者がいない場合の欠席は、減額の対象にならない28（ドイツ連邦議会議員の法的

地位に関する法律29（以下「議員法」という。）第 14 条）。 
妊娠等による欠席の規定は、1987 年の議員法改正で導入され、入院等による欠席と同様に扱

われていたが、2001 年の議員法改正によって区別されることになった30。なお、上記のとおり、

連邦議会の場合、子の看護を理由とした欠席については、一定の要件の下で認められているも

のの、育児を理由とした欠席については規定がない。 
 

３ 一般被用者に対する産前産後休業・育児休業制度を準用する例 
（1）スウェーデン 
 スウェーデン議会（一院制）議員（任期 4 年）の請暇は、書面で理由と期間を明示した上で、

議会事務局に提出しなければならない（スウェーデン議会規則31附則 5.4.1.）。1 か月以上の請

暇については、議院に諮ることになっているが、出産・育児に伴う 1 か月以上の請暇について

                                                      
23 Regulations Respecting the Non-Attendance of Members by Reason of Maternity or Care for a New-Born or Newly-Adopted 

Child. 
24 上院に相当する連邦参議院の議員は、各州政府が任免する当該州の政府構成員が務め、州政府の政権交代ごとに

交代する。連邦参議院議員としての報酬はない（一部の手当は支給される。）。 
25 Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages. 
26 この場合、100 ユーロ（11,770 円）が減額される。許可を得ていない欠席の場合は、200 ユーロ（23,540 円）が減

額される。円換算は、報告省令レート（令和元年 11 月分）に基づき、1 ユーロ＝117.70 円として行った。 
27 この場合、20 ユーロ（約 2,350 円）が減額される。 
28 この場合を含め、議長が請暇を許可した場合は、記名投票又は氏名点呼を伴う投票への不参加議員に対する議員

報酬の減額措置も対象外となる。 
29 Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Deutschen Bundestages. 
30 議員の病気による欠席が議員報酬の減額の対象となり、議員の子の病気の看護による欠席が対象にならないのは

整合性に欠けるように考えられるが、両者で扱いが異なる理由については明らかにされていないとの指摘がある。
Philipp Austermann und Stefanie Schmahl, Hrsg., Philipp Austermann et al., Abgeordnetengesetz, Baden-Baden: Nomos, 2016, 
p.242. 

31 Riksdagsordning (2014:801). 
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は、1 か月未満の請暇と同様、議院に諮ることなく、議長が審査する（同第 5 章第 4 条）32。

1 か月以上の休業については、代理議員（Ⅱ1（1）参照）が職務を代行する（同第 3 条）。 
 議員は被用者ではないため、一般被用者に係る法律は適用されない33ものの、実際には、一般

被用者の出産・育児に伴う休業及び休業中の給与の扱いについて定めている育児休業法34及び

社会保険法典35の例によっている36。これらの法規が定める産前産後休業・育児休業制度の概要

は、次のとおりである37。①母親は、産前産後休業（母親休業）として、少なくとも出産予定日

前 7 週間及び出産後 7 週間の連続する期間において休業することができ、出生の前後 2 週間ず

つについては休業が義務付けられている。産前産後休業を取得した場合、その日数は、以下

の③の育児休業期間から差し引かれ、産前産後休業期間には、給与（議員の場合は議員報酬。

以下同様。）の 77.6%が手当として支給される（支給元は社会保険事務所。以下同様。）。②

父親は、子の出生又は養子縁組に伴う一時休業として、10 日間休業できる。この休業制度は、

他の近親者が利用することもでき、給与（上限あり）の 77.6%が手当として支給される。③両

親は、育児休業（両親休業）として原則それぞれ 240 日（合計 480 日）間休業できる。2016 年

以降に生まれた子については、それぞれ 90 日間は、他方の親に譲ることができないが、残り日

数は、他方の親に譲ることができる。各親の最初の 195 日間は給与（上限あり）の 77.6%が、

残りの 45 日間は、日額 180 クローナ（約 1,980 円38）が手当として支給される。 
 このほか、「国会議員の報酬に関する法律」39に基づき、育児休業について、議会事務局職員

に適用される規定に従って、議会から手当を受ける権利が与えられている（第 3 章第 8 条）。

この手当と育児休業法及び社会保険法典に基づく手当の合計額は、議員報酬の約 9 割になると

される40。 
 
（2）ノルウェー 
 ノルウェー議会（一院制）議員（任期 4 年）の請暇は、議院運営機関である議長会による調

整を経た上で議院において審査される。また、休業する議員は、復職の時期を議会事務局に申

告するものとされる41（議院規則42第 5 条）。 
休業中の国会議員の報酬については、当該議員が辞退しない限りは、14 日を上限として、報

酬の 100%が支給され、原則として 14 日を超える休業については減額の対象となる。ただし、

「国会議員の報酬に関する法律」43は、減額の例外事由を規定しており、産前産後休業及び育児

                                                      
32 病気に伴う請暇の場合も同様である。 
33 Fakta om Riksdagen: Partier och ledamöter – så arbetar de, Stockholm: Sveriges Riksdag, 2019, pp.2-3. <https://w

ww.riksdagen.se/globalassets/15.-bestall-och-ladda-ned/informationsmaterial/1819/faktablad-3-partier-och-ledamoter.pdf> 
34 Föräldraledighetslag (1995:584). 
35 Socialförsäkringsbalk (2010:110). 
36 スウェーデン議会調査室への照会に対する回答（2019 年 3 月 7 日）; Sarah Childs, Diversity Sensitive Parliaments: 

Parliamentary Practice in Comparison, A briefing, Bristol: University of Bristol, 2017, p.5. 
37 特に断りのない限り、育児休業法及び社会保険法典のほか、Alison Koslowski et al., eds., 15th International Review of 

Leave Policies and Related Research 2019, International Network on Leave Policies and Research, 2019, pp.459-468 を参照。 
38 円換算は、報告省令レート（令和元年 11 月分）に基づき、1 スウェーデン・クローネ＝11.0 円として行った。 
39 Lag (2016:1108) om ersättning till riksdagens ledamöter. 
40 Niklas Svensson och Hanna Jakobson, “V-toppen hemma med barn – får lön,” Expressen, 3 juli 2015. <https://ww

w.expressen.se/nyheter/v-toppen-hemma-med-barn--far-lon/> 
41 休業中は、代理議員が、議員の職務を代行する。 
42 Stortingets forretningsorden. 
43 Lov om godtgjørelse for stortingsrepresentanter. 



議員の職務と家庭の両立 

国立国会図書館 調査及び立法考査局  調査と情報―ISSUE BRIEF― No.1070  6 

休業については、一般被用者に係る法規である労働環境法44、国民保険法45等と同様の報酬に係

る補償等が行われることを定めている（国会議員の報酬に関する法律第 7 条）。 
これらの法規に基づく産前産後休業・育児休業制度の概要は、次のとおりである46。①母親

は、子の出生前 3 週間、出生後 15 週間又は 19 週間休業できる（出生後 6 週間は休業しなけれ

ばならない。）。この間は、給与の 100%（15 週間の休業の場合）又は 80%（19 週間の休業の

場合）が支給される（上限あり）。②父親は、子の出生後 2 週間休業できる（無給）。③両親

は、子の出生前に 3 週間、出生後に合計 46 週間又は 56 週間休業できる。出生後については両

親が 10 週間ずつ休業し、残りの 26 週間又は 36 週間は、1 家族合計でその期間内となるようい

ずれの親も休業できる。この間は、給与の 100%（46 週間の休業の場合）又は 80%（56 週間の

休業の場合）が支給され、出生後の休業は、3 年以内に行うことができる。 
 
４ 表決等の代行に係る規定の中で産前産後休業・育児休業を認める例 
イギリス議会（二院制）下院議員47（任期 5 年）の出産・育児に係る休業の規定は、代理投票

（Ⅱ3（1）参照）の申請の資格要件として定められている。乳幼児又は新規に養子縁組された子

の親である下院議員はその資格を有する。休業は、①乳幼児の実母、②乳幼児若しくは子の養

親の 1 人又は単身の養親の場合、6 か月を上限とした連続した期間（下院が休会、閉会又は解

散している期間を含む。）、また、③乳幼児の実父、④出産した者のパートナー、⑤乳幼児又

は子の残りの養親の場合、2 週間を上限とした連続した期間について、それぞれ認められる。

議員は、申請に際して、議長に対し、登録医、助産師若しくは保健師による妊娠証明書又は登

録養子縁組機関によるマッチング証明書を提示し、休業の開始日と終了日48を書面にて明記す

るものとされる。申請に対する許可は、議長が行う。なお、欠席に伴う議員報酬の減額はない。 
 
Ⅱ 欠席時の表決権の扱い 
 
 議員が出産・育児を理由として議会を欠席する場合、当該議員は、議場において表決権を行

使することができない。当該議員の表決権の問題は、主に①代理議員制度、②ペアリング、③

代理投票、④遠隔投票によって解決が図られているが、各国とも憲法を始めとする法制度や慣

行との整合性に配慮している。①代理議員制度とは、選挙の際に比例名簿で次点であった者等、

議員以外の者が欠席する議員の職務を代行するものを指す49。②ペアリングとは、表決におい

て、欠席議員と反対の立場の議員とがペアを組み、両者が投票を行わないようにすることで、

欠席が表決に影響しないようにする方法を指す。③代理投票とは、代理議員制度とは異なり、

委任された議員が欠席議員の全ての職務を代行するのではなく、当該議員の代理として投票を

                                                      
44 Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 
45 Lov om folketrygd. 
46 特に断りのない限り、労働環境法及び国民保険法のほか、Koslowski et al., eds., op.cit.(37), pp.365-374 を参照。 
47 上院は、非公選の議員で構成され、一部の役職者を除き、報酬はない（一部の手当は支給される。）。 
48 開始日又は終了日に本会議の議事がない場合、議長が主催する次の議事がある日が開始日又は終了日になる。ま

た、妊娠を理由として、議会への出席のために渡航できないと認められる場合は、休業期間の上限が 4 週間を超え

ない範囲で延長され得る。 
49 代理議員制度は、1828 年に世界に先駆けて、ノルウェーにおいて導入された。導入理由はいくつか挙げられるが、

実務上の理由としては、地方選出の議員には冬季の登院が著しく困難であったことが指摘されている。David Arter, 
The Nordic Parliaments: A Comparative Analysis, London: C. Hurst, 1984, p.14. 
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行うことを指す。④遠隔投票とは、欠席する議員が、議場以外の場所から、通信端末等を利用

して表決権を行使することを指す50。以下、①～④について、代表的な事例を紹介する。 
 
１ 代理議員 
（1）スウェーデン 
 代理議員については、憲法を構成する 4 つの基本法の 1 つである統治法51において、総選挙

時に議員と共に選出され、議員の職務を遂行するに当たり、議員に関する規定が適用されるこ

と、議員が議長である期間や政府に所属する期間、議会法の規定に基づき議員が休業する期間、

当該議員としての職務を代理議員が代行すること等が定められている（同法第 3 章、第 4 章）。

また、議会法は、議員に 1 か月以上の休業が認められた場合には、代理議員が職務を遂行する

ことを定めている（Ⅰ3（1）参照）。なお、代理議員制度は、1974 年に導入された。 
 
（2）デンマーク 
 代理議員については、憲法にその選出方法を選挙法に定めることが規定され（憲法第 31 条第

4 項）、議会選挙法には、議員が辞職する場合又は議院規則に基づいて休職する場合（Ⅰ1（1）
参照）、原則として、当該議員の同一選挙区、同一政党の比例名簿の次点の候補者が代理議員

として補充される旨が規定されている（同法第 84～85 条、第 92 条）。なお、代理議員制度は、

1953 年に導入された。 
 
２ ペアリング 
（1）アメリカ 

アメリカ連邦議会下院におけるペアリングは、下院規則52に基づく公式の手続である。以前は、

①相手の議員が出席して投票した後に欠席議員とペアを組んでいることを表明してその投票を

取り下げる場合と、②相手の議員も欠席する場合が見られたが、1999 年の下院規則改正により、

②のペアリングは認められなくなった。①については、同規則第 20 条第 3 項に基づき、記録投

票53の際に認められているが、この方法が利用されることはほとんどない。欠席する議員は、ペ

アリングをしなくても自分がどのように投票する予定であったかについての声明を会議録に掲

載することができるため、現在ではこの方法が一般的に使われている54。一方、上院では、上院規

則55にペアリングに係る規定はなく、議員同士の私的な合意に基づく慣行として行われている56。 

                                                      
50 なお、これらの方法は、出産・育児を理由とした欠席のために導入されたものとは限らない。したがって、①～④

のいずれかの方法が制度として、又は、慣行として行われていたとしても、出産・育児を理由とした欠席の場合に

適用されない場合もある。 
51 Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsformen (Regeringsform). 
52 Rules of the House of Representatives, 116th Congress.  
53 定足数（218 名）の 5 分の 1（44 名）以上の要求で行われる。記録投票は、各議員の賛否が記録に残る投票であり、

電子投票装置が使用される。記録投票の結果は、会議録に掲載される。 
54 Christopher M. Davis, “Pairing in Congressional Voting: The House,” CRS Report, 98-970, August 25, 2015. <http

s://fas.org/sgp/crs/misc/98-970.pdf>; “Record Voting in the House of Representatives: Issues and Options,” CRS Report, 
RL34570, July 3, 2008, pp.53-57. <https://www.everycrsreport.com/files/20080703_RL34570_60301b9b446dd7c2d532af
bb009beb45e2f70764.pdf> 

55 Standing Rules of the Senate. 
56 Floyd M. Riddick and Alan S. Frumin, Riddick’s Senate Procedure: Precedents and Practices, Washington: U.S. Government 

Printing Office 1992, p.968. govinfo website <https://www.govinfo.gov/content/pkg/GPO-RIDDICK-1992/pdf/GPO-
RIDDICK-1992-94.pdf> 
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（2）イギリス（下院） 
イギリス議会におけるペアリングは、議院の公式な手続ではなく、あくまで議員同士（多く

の場合、各党院内幹事間）の私的な合意に基づく慣行である57。ペアリングの実施は、その性格

上、その時々の政治的な駆引きに左右され、党の方針でその実施を認めない場合や政党間で合

意が得られない場合もある58。 
 
３ 代理投票 
（1）イギリス（下院） 
 2018 年 2 月、下院において、乳幼児又は養子縁組された子の親である下院議員が、一定期間、

代理を立てることにより投票の責任を果たす権利を与えられること（ただし、代理を立てるこ

とは、義務ではない。）は、議会制民主主義の機能に資するものと確信する旨、決議された59。

これを受けて、下院手続委員会における検討、報告書の提出、本会議における一般討論、緊急

質問等を経て60、2019 年 1 月に、12 か月間の試行として、代理投票制度の導入が決議された61。

この決議に基づき、臨時下院規則（育児休業のための代理投票）と代理投票制度枠組が策定さ

れた62。 
代理投票を申請する資格は、乳幼児又は新規に養子縁組された子の親である下院議員が有す

る63。代理投票は、許可された休業期間内（Ⅰ4 参照）で認められ、公法案及び私法案に係る本

                                                      
57 David Natzler et al., eds., Erskine May’s treatise on the law, privileges, proceedings and usage of Parliament, 25th ed., London: 

LexisNexis, 2019, pp.469-470, para 20.87. 
58 Richard Kelly, “Proxy voting in divisions in the House,” Briefing Paper, Number 08359, 12 February 2019, pp.20-21. 

<https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-8359/CBP-8359.pdf> 
59 House of Commons, “Votes and Proceedings,” 1 February 2018, item 5. <https://publications.parliament.uk/pa/cm201

719/cmvote/180201v01.pdf> 
60 この間、2018 年 7 月にペアリングの合意が履行されず、ペアを組んだ相手が投票を行う事案が発生した。出産・

育児を理由とする休業の際の表決権行使の在り方として、ペアリングの制度化と透明性向上が挙げられることも

あったが、当該事案を受けて、有力な選択肢として挙がっていた代理投票制度の導入がより注目されることになっ

た。“Jo Swinson says Tories broke Brexit vote agreement,” BBC News, 18 July 2018. <https://www.bbc.com/news/u
k-politics-44867866>; Sarah Childs, The Good Parliament, 2016, pp.20-21. University of Bristol website <https://ww
w.bristol.ac.uk/media-library/sites/news/2016/july/20%20Jul%20Prof%20Sarah%20Childs%20The%20Good%20Parliamen
t%20report.pdf>; Procedure Committee, “Letter to the Chairman of the Committee from the Leader of the House of 
Commons concerning the Procedure Committee Report on proxy voting and parental absence,” 12 July 2018. UK
 Parliament website <https://www.parliament.uk/documents/commons-committees/procedure/120718-leader-chair-proxy-vo
ting-report.pdf>; Kelly, op.cit.(58), p.10. 

61 House of Commons, “Resolution of 28 January 2019,” Addendum to Standing Orders: Public Business, 6 February 
2019, pp.14-15. <https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmstords/sopubaddenda/addendum190206.pdf> なお、イ

ギリス議会には、代理投票が試行される以前から、分列表決（後掲注(65)参照）の際、病気や障害等により採決ロ

ビーから議場へ入場できない議員のために、投票内容を事務員や計算係に伝えることで表決権を行使できる、いわ

ゆる“nodding through”と呼ばれる慣行が存在する。ただし、この場合、当該議員は、議会の敷地内にいなければな

らない。“Nodding through/ On the nod.” UK parliament website <https://www.parliament.uk/site-information/glossary/
nodding-through-on-the-nod/>; “Nodding through,” 15 October 2008. BBC website <http://news.bbc.co.uk/democracyli
ve/hi/guides/newsid_82000/82579.stm> 

62 House of Commons, “Temporary Standing Order (Voting by proxy for parental absence),” Addendum to Standing Orders: 
Public Business, ibid., pp.18-19; idem, “Scheme on proxy voting for use under para (4) of Resolution of 28 January 2019.” 
<https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmstords/proxyscheme.pdf> 

63 議員は、申請に際して、代理として投票を行うことに同意した議員の氏名を提示するものとされる。代理として投

票を行う議員は、分列表決の資格を有する他の下院議員の中から申請する議員によって自由に選ばれる。代理とし

て投票を行う議員は、代理投票を利用する議員の指示に厳格に従って投票することが望まれる（議員本人の投票行

動と代理としての投票行動が異なることは妨げられない。）。当該投票は、議事録に記載され、公表される。なお、

代理投票の申請を行った議員が、代理となる議員の変更、当初の代理投票の期間の短縮、特定の議案に対する議場

での投票を望む場合は、可及的速やかに議長に対して書面にて通知する。代理投票の申請、その申請内容の異動の

通知に対する許可は、議長により発出され、公表される。 
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会議、全院委員会及び立法大委員会64における分列表決65や議長、副議長及び特別委員会委員長

の選挙において可能であるが66、2011 年議会任期固定法67第 2 条に規定されている繰上総選挙

に係る動議に対する分列表決においては認められない。 
 
（2）ニュージーランド 
 ニュージーランド議会においては、かつて議員の欠席への対応としてペアリングが採用され

ており68、1951 年以降は、議院規則に規定された公式の手段となっていた。しかし、1996 年の

議院規則改正によりペアリングは廃止された。1996 年の議院規則改正は、同年の総選挙から採

用された小選挙区比例代表併用制に相当する混合議席比例制（Mixed Member Proportional: MMP）
の導入に対応するものであり、MMP の導入が従来の 2 党制から多党制への移行を促し、ペア

リングの実現が困難になるとみなされたのである。このペアリングの廃止に伴い、上記の議院

規則改正で新たに代理投票制度（議院規則第 154 条及び第 155 条）が導入された69。 
 議員は、他の議員 1 人に対して投票（又は記録される棄権）を委任することができる70。代理

投票は、政党表決又は個人表決71において行うことができる72。政党表決における代理投票の行

使には制限があり、1 回の政党表決につき、院内における当該政党の所属議員の 25%以下の数

（小数点以下は切り上げる。）まで行うことができる73。ただし、出産・育児を理由とした欠席

を始め、議院規則第 38 条第 1 項に定める議長の許可を得て議院を欠席する場合（Ⅰ1（2）参

                                                      
64 全院委員会は、主に議論の余地がない等の法律案を本会議よりも柔軟な手続によって審査するために設置され、

その構成員は、全ての下院議員である。立法大委員会は、内容の全て又は一部が特定の地域（①イングランド、②

イングランド及びウェールズ、③イングランド、ウェールズ及び北アイルランド）のみに関わる法律案の審議のた

めに設置され、その構成員は、当該地域内の選挙区から選出された下院議員全員である。 
65 発声表決における議長の宣告に対して異議が申し立てられた場合、実施される。議場の外に、賛成者用と反対者用

の各廊下（採決ロビー）がある。議員はこの廊下から別々のドアを通って議場に入り、その際に賛否それぞれの側

から議長が指名した議員（計算係）が人数を数える。濱野雄太「イギリスの議会制度」『調査と情報―ISSUE BRIEF
―』1056 号, 2019.5.28, p.6. <http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_11286064_po_1056.pdf?contentNo=1> 

66 ただし、討論終局動議や副議長が主宰する委員会での動議及び修正動議の議決に必要な投票総数や分列表決にお

ける定足数には算入されない。 
67 Fixed-term Parliaments Act 2011 (c.14). 
68 Mary Harris and David Wilson, eds., McGee Parliamentary Practice in New Zealand, 4th ed., Auckland: Oratia Books, 2017, 

p.55, footnote (55). <https://www.parliament.nz/media/4113/parliamentary-practice-in-nz-final-text.pdf> 
69 歴史については、次の文献を参照。“The business of Parliament in history,” 18 Jun 2010. New Zealand Parliament website 

<https://www.parliament.nz/en/visit-and-learn/how-parliament-works/fact-sheets/parl-in-history/> 
70 議員は、投票（又は記録される棄権）に係る権限付与に際して、委任状を作成し、①権限を付与した議員の氏名、

②権限が付与された日付、③その権限が有効である期間又は議事及び④権限を付与される議員を明らかにしなけ

ればならない。また、委任状は、権限を付与した議員により署名されなければならない。委任した議員は、投票前

であれば、いつでも当該委任状を破棄し、又は修正することができる。各政党の代表若しくは院内幹事長又は院内

で当分の間、臨時の代表若しくは院内幹事長を務める議員は、その政党に所属する議員 1 人の代理投票を、当該議

員から異なる意思の表明がある場合を除き、行うことができる。 
71 政党表決とは、1996 年の議院規則改正で導入されたものである。政党単位で表決を行い、発声表決（賛成又は反

対を議長が問うもの）に引き続いて更に正式な表決を議員が求める場合に最も一般的な方法となっている。個人表

決は、道義的事項について、議場で分列して表決を行うものである。田中嘉彦「ニュージーランドの議会制度―議

会改革の史的展開と政治システムの変容―」『レファレンス』740 号, 2012.9, pp.68-69. <http://dl.ndl.go.jp/view/do
wnload/digidepo_3532360_po_074003.pdf?contentNo=1> 

72 何らかの異議が生じた場合、代理投票を行う議員は、議長に正当性を示さなければならない。 
73 1 回の政党表決につき、5 人以下の所属議員から成る政党又は無所属議員の場合は、当該政党の少なくとも 1 人の

議員又は当該無所属議員が、①その時点で議会の敷地内にいるとき、②議院規則第 38 条第 1 項の規定による議長

の許可を得て議院を欠席しているとき、代理投票は可能となる。 
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照）は、上記の制限を超えて代理投票を行うことができる74。 
 
（3）フランス 

フランスにおける代理投票制は、第 2 共和制下で記名投票が設けられた 1848 年まで遡ると

される75。代理投票の慣行により議員の欠席が助長されることが議会の地位の低下につながっ

ているとの批判から、第 5 共和制憲法は、その第 27 条第 2 項で国会議員の表決権は一身専属

的であることを規定した。しかし、同条第 3 項は、例外的に代理投票を組織法律により認める

ことができる旨（ただし、複数の議員から委任を受けることはできない。）を規定し、これに

基づき、「議員に対して例外的に表決権の委任を許可する組織法律を定める 1958 年 11 月 7 日

のオルドナンス第 58-1066 号」76が定められた。また、各議院規則にも、代理投票は規定されて

いる（下院規則77第 62 条、上院規則78第 63 条及び第 64 条）。 
1958 年 11 月 7 日のオルドナンスによれば、議員は、①議員の移動が妨げられる程度の病気、

事故又は家族の事情がある場合、②政府により臨時に委託される任務に就く場合、③平時又は

戦時に遂行される兵役にある場合、④下院又は上院の指名に基づき国際会議へ参加する場合、

⑤臨時会においてはフランス本土に不在である場合、又は⑥各議院理事部の決定により不可抗

力と認められた場合にのみ表決権を委任することが許される79。 
 
４ 遠隔投票 
 遠隔投票は、既に紹介した代理議員制度、ペアリング及び代理投票とは異なり、休業する議

員本人が直接的に表決権を行使できる仕組みである。国政レベルの議会で、遠隔投票を制度化

している例としては、スペイン議会が挙げられる。 
 スペイン憲法は、フランスと同様、議員の表決権は、一身専属的であり、委任することがで

きないと規定している（第 79 条第 3 項）。しかし、フランスが、憲法において、表決権の一身

専属性について、組織法律80の制定による例外を認め、代理投票を可能にしているのに対し、ス

                                                      
74 なお、国家非常事態の宣言からその国家非常事態が終結し、又は失効するまでの期間内は、代理投票の数は制限さ

れない。 
75 Pierre Avril et al., eds., Droit parlementaire, 5e éd., Paris: LGDJ, 2014, p.176 ; Frédéric Rouvillois, “Heurs et malheurs d’un 

principe: le vote personnel des députés,” Revue du Droit Public et de la science politique en France et à l’étranger, Nº 3, mai-
juin 1998, p.786. 

76 Ordonnance n°58-1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer 
leur droit de vote. なお、オルドナンスとは、議会の承認を経て法律としての効力を得る行政立法を指す。大山礼子

『フランスの政治制度 改訂版』東信堂, 2013, p.58. 
77 Règlement de l’Assemblée nationale. 
78 Règlement du Sénat. 
79 委任状は、委任者により受任者に宛てて書面で作成され、署名され、かつ、送付されなければならない（通常の記

名投票において、電子的方法により表決が行われている下院は、表決の委任の方法について、下院理事部一般規程

（1959 年 7 月 22 日の下院理事部のアレテに基づく一般規程（Instruction générale résulte d’un arrêté du Bureau de 
l’Assemblée nationale du 22 juillet 1959））第 13 条第 1 項に定めている。同規程によれば、委任は、電子的投票制と

両立し得る情報機器を通じて通知することができる。）。委任が有効となるためには、議員は、所属議院の議長に

対し、表決（又は委任が適用される表決の第 1 回）の開始前に、委任の通知を行わなければならない。通知は、委

任者の代わりに表決に加わる議員の氏名及び欠席の事由を示さなければならない。その他、委任及びその通知は、

欠席の期間を示さなければならない。期間が示されない場合には、委任は、8 日間行われるものとみなされ、期間

内に更新が行われない場合には、期間満了とともに失効する。なお、委任の期間中であれば、上記と同様の手続に

より、当該委任を撤回することができる。 
80 組織法律とは、国の組織に関わる、憲法に準じる法律を指す。大山 前掲注(76), pp.88-89. 
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ペインは、それを認めない代わりに、遠隔投票の導入を、下院は 2011 年 7 月に、上院は 2013
年 11 月に決定している。遠隔投票については、各院の議院規則及び決議81に定められており（下

院規則第 82 条第 2 項、2012 年 5 月 21 日の下院決議、上院規則第 92 条第 3 項、2013 年 11 月

21 日の上院決議）、両院ともにおおむね同様の制度となっている82。遠隔投票が認められるの

は、妊娠、出産、育児又は職務の遂行を妨げる重大な病気の場合及び特別な事情を考慮して十

分に正当と認められる場合に限られる。また、遠隔投票は、全ての採決において実施できる訳

ではなく、修正案の採決や法律案を分割して行う採決の見込みがない場合、かつ、方法及び実

施時期について予見可能な場合に限られる。 
なお、スペイン憲法第 79 条は、議決には、正規に議院が召集され、かつ、議員の過半数の出

席がなければならず（第 1 項）、決議が有効となるためには、出席議員の過半数の賛成を必要

とする83（第 2 項）旨を定めている。この規定と遠隔投票との関係が問題となるが、各院の規則

は、表決への参加を理事部によって明示的に許可された議員は、欠席の場合でも出席者とみな

すことを定め（下院規則第 79 条第 3 項、上院規則第 93 条第 3 項）、遠隔投票と憲法の規定と

の調整を図っている。一方、オーストラリア議会（二院制）では、下院における押しボタン式

投票を含む電子投票の導入を検討した 2016 年の下院手続委員会の報告において、オーストラ

リア憲法が、下院の定足数について、議会が別段の定めをしない限り、総議員の 3 分の 1 以上

の出席がなければ会議を開くことができない旨を定めており（第 39 条）、下院規則84にも、分

列表決において表決数が定足数に満たない場合は議決しない旨を定めている（第 58 条）ことを

理由に、分列表決の結果が発表されるまで議場内にいる議員のみ表決権を行使できるとし、遠

隔投票の導入を退けている85。 
 
Ⅲ 出席時の表決環境の整備―議場への乳児の同伴― 
 
Ⅰ及びⅡでは、議員が本会議を欠席する場合の休業制度及び表決権の扱いについて述べた。

以下では、育児中の議員が本会議に出席して、表決権を行使しようとする場合の環境整備の事

例として、諸外国における議場への乳児の同伴に係る制度及び慣行を取り上げる。 
 
                                                      
81 Reglamento del Congreso de los Diputados de 10 de febrero de 1982; Reglamento del Senado; Resolucion de la Mesa del 

Congreso de los Diputados, de 21 de mayo de 2012, para el desarrollo del procedimiento de votacion telematica; Resolucion de 
la Mesa del Senado, de 21 de noviembre de 2013, sobre desarrollo del procedimiento de votacion telematica en las sesiones 
plenarias del Senado. 

82 下院規則及び決議によると、遠隔投票の申請に際しては、議員は、議院運営機関である理事部に対し、理由を記し

た書面を提出する。理事部は、当該議員にその決定を通知し、必要に応じて、表決及びこの手続により投票するこ

とが認められる期間を特定する。議員は、議院のイントラネットにパスワードを使用してアクセスし、電子署名に

より本人確認を行う。遠隔投票を行った後、議長又はその委任を受けた機関により電話による確認が行われる。上

記確認作業が終了すると、本会議における表決の開始時に、当該議員の票が議長を通じて、投票結果に算入される。

議院役員の選出の際の秘密投票の場合は、投票者の本人情報を削除された形で投票用紙に印刷され、議長により投

票箱に投じられる。 
83 ただし、憲法又は組織法で定める場合、及び人の選出につき議院規則で定める場合には、特別多数によることを妨

げない。 
84 House of Representative Standing Orders. 
85 House of Representatives Standing Committee on Procedure, Division Required?: Electronic Voting in the House of 

Representatives, Canberra: Commonwealth of Australia, 2016, pp.11-12. Parliament of Australia website <https://ww
w.aph.gov.au/~/media/02%20Parliamentary%20Business/24%20Committees/243%20Reps%20Committees/Procedures/Divis
ion%20required/FINAL%20report%20evoting.pdf?la=en> 
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１ 明文規定がある例 
（1）アメリカ（上院） 

上院規則は、審議中の議場への入場を認める者について、大統領、元上院議員、下院議員、

各省庁長官、州知事等を列挙しており（第 23 条）、乳児については言及がない。しかし、タミ

ー・ダックワース議員（Tammy Duckworth）が現職の上院議員として初めて出産したことを受

けて、2018 年 4 月に、採決の際に、議場へ 1 歳未満の子を同伴することができることを決議し

た（2018 年 4 月 18 日の上院決議86）。 
 
（2）イギリス（下院） 
 従来、乳幼児の同伴についての明文規定はなかったが、2018 年 11 月に更新された下院行動

儀礼規則集に、分列表決の際の採決ロビーにおける乳幼児の同伴を認める規定を置いた。同ロ

ビーに向かうために議場を通過することは認められるが、乳幼児を同伴しての議場での着席は

すべきではないとされる。なお、安全上の理由から、乳母車の使用は認められない87。 
 
（3）オーストラリア 

2016 年 11 月に各議院の規則が改正され、議員が世話をする乳児は、議場に立ち入ることが

明文で認められた。上院規則88は、傍聴人は、指定された傍聴席でのみ本会議を傍聴することが

でき、審議中に議場の議員専用の区画に立ち入ることを禁じているが、議事を妨げない限りに

おいて、乳児に授乳する上院議員、又は議長の判断により乳児を暫時世話する上院議員につい

ては適用しない旨を定めた（第 175 条）。また、下院規則でも、いかなる議員も、議場又は上

院の会議が開かれている部屋の下院議員専用の区画に傍聴人を帯同することはできないとしつ

つ、当該傍聴人には、議員が世話をする乳児は含まないこととした（第 257 条）。なお、下院

においては、2008 年に授乳中の母親に関する特別規程（2008 年 2 月 13 日の下院決議）89が定

められ、議員が分列表決時において授乳中である場合には、表決に参加できないことに鑑み、

当該議員に代わって、与党議員にあっては与党院内幹事長に、野党議員にあっては野党院内幹

事長に、それぞれ代理投票が認められている90。 
 
（4）ニュージーランド 

慣行上、議員又は職員以外は審議中に議場に立ち入ることはできないとされているが、議員

の子である乳児については、2017 年の議長決定により例外とされた。ただし、乳児の同伴に伴

い、他の議員の議事への参加を妨げる事態は避ける必要がある91。なお、議院規則の改正も議論

                                                      
86 “S.Res.463 - A resolution authorizing a Senator to bring a young son or daughter of the Senator onto the floor of the Senate 

during votes.” Congress.gov. website <https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-resolution/463> 
87 Rules of behavior and courtesies in the House of Commons, 2018, p.12, para 42. UK Parliament website <https://w

ww.parliament.uk/documents/media/Rules%20of%20behaviour%20and%20courtesies%20in%20the%20House%20of%20Co
mmons%20November%202018.pdf> 

88 Standing orders. 
89 Special provisions for nursing mothers – Resolution adopted 13 February 2008 a.m. 
90 ただし、憲法改正を提案する法律案の第 3 読会における分列表決を除く。また、この特別規程には、授乳中である

こと以外の理由により本会議に出席することができない議員に適用するために拡大されるべきではないと明記さ

れており、代理投票制度を極めて限定的な形で採用している。 
91 House of Representatives, op.cit.(16) 
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されたが、乳児の同伴については議長が許可すれば可能であるため、議院規則の改正は要しな

いとされた92。 
 
２ 明文規定がない例 
 サラ・チャイルズ（Sarah Childs）ブリストル大学教授（当時）は、特に明文規定がないもの

の、乳児の同伴は認められている例として、カナダ、デンマーク等を挙げている93。 
カナダでは、2012 年 2 月にルールの明確化を求める声があったが、当時の議長は、歴代議長

が、乳児が議場にいることで騒ぎが生じることなく、議事が妨げられないのであれば、「目を

つぶる」という対応を採ってきたとし、当面の間、この対応を継承する旨を宣言した94。 
デンマークでは、2019 年 3 月、生後 5 か月の子を帯同して議場に入場しようとした議員に対

して、議長は、子を退場させるよう求め、乳児の同伴を認めなかった。議院規則は、議場にお

ける秩序を維持し、威厳のある討論を執り行うことを議長の任務とし、議員に対し、秩序維持

に係る議長決定に従う義務を課しており（第 4 条第 2 項）、議長側は、乳児の同伴を議事妨害

とみなし、規則に従ったとしている95。一方、議員側は、過去に乳児同伴の実例があることを指

摘した上で、ルールの明確化を求めている96。 
 
おわりに 
 
 以上、産前産後休業・育児休業、欠席時の表決権の扱い、出席時の表決環境の整備の事例と

して議場における乳児の同伴について、諸外国の議会における取組を概観してきた。産前産後

休業・育児休業について、カナダ下院は、2019 年 6 月に明文規定を置く一方、代理投票制度の

導入については検討中である。その代理投票を 2019 年 1 月から試行しているイギリス下院は、

試行期間終了までに、現行制度の検証を行うこととしている。議場への乳児の同伴については、

明文規定を置く議院の例――アメリカ上院（2018 年）、オーストラリア議会（2016 年）、ニュ

ージーランド議会（2017 年）等――が増えている一方、デンマーク議会のように、議長によっ

ては許可されない例（2019 年）も見られる。これらは、いずれも比較的最近の事例である。各

国議会とも、自国の憲法を始めとする法制度や政治文化に適合的な制度の構築に向けて試行錯

誤の段階ではあるが、議員と家庭の両立に向けた動きは活発化していると言えよう。今後の動

向が注目される。 
 
 

                                                      
92 ibid., Review of Standing Orders: Report of the Standing Orders Committee, Fifty-first Parliament, July 2017, p.7. New Zealand 
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europe-47631021>; Martin Selsoe Sorensen, “No Babies in Parliament, Danish Lawmaker Is Told,” New York Times, March 
20, 2019. <https://www.nytimes.com/2019/03/20/world/europe/denmark-baby-parliament.html> 

96 “Danish parliament deputy disagrees with speaker over babies in chamber,” Local, 20 March 2019. <https://www.the
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